
●高齢者クラブ●
高齢者クラブは健康で豊かな老後を過ごすため、また、

家庭や地域で役立つための様々な活動を行っています。
現在、市内には約80の高齢者クラブがあります。入会
を希望する場合は、既会員の方を通じて加入するか、お
近くに高齢者クラブがあるか分からない場合は、下記ま
でご相談ください。お近くの高齢者クラブをお探しいた
します。

成田市高齢者クラブ連合会
℡ 0476-37-3227
赤坂ふれあいセンター内

●赤坂ふれあいセンター●
赤坂ふれあいセンターは、高齢者のみなさんの「生き

がいづくり」や市民同士の世代を超えた「ふれあいづく
り」のための場所です。市主催のシニア教養講座の会場や、
シニアサークルの活動の場などとして利用されています。
(事前の団体登録が必要です。）

成田市赤坂２丁目１番地14
ボンベルタ百貨店アネックス館B棟２階
年末年始を除く毎日
午前9時から午後9時
（予約が無い場合は、午後7時で閉館）

赤坂ふれあいセンター
℡ 0476-26-0236

●シルバー人材センター●
シルバー人材センターの会員が、清掃や宛名書き、草

取り、庭木のせん定、簡単な大工仕事など、企業や家庭
からの仕事を引き受けます。また、毎月最終水曜日には、
同センターにて入会説明会を行っています。

おおむね60歳以上の健康で働く意
欲のある方
年3,000円

※業務の依頼は、会員でなくても利用できます。
　料金は、依頼業務内容により異なります。

公益社団法人 成田市シルバー人材センター
℡ 0476-36-6161

会 員

所 在 地

●生涯大学院●
高齢者の学習意欲の高まりに対応し、本市に住民登録

し居住している60歳以上（４月１日時点）の方を対象
に生涯大学院（3年制）を開設しています。毎年3月に
次年度入学希望者の申し込み受付を行っています。

成田市囲護台1385-6
0476-20-3339

生涯学習課
℡ 0476-20-1583

所 在 地
電話番号

開 館 日
開館時間

会 費

●敬老祝い金の贈呈●
祝い金を贈呈し、長寿をお祝いします。

贈呈する年の9月15日現在において、
引き続き1年以上本市に居住し、かつ、
本市の住民基本台帳に記録されてい
る方
 88歳  30,000円
 100歳  80,000円

※対象者に対しては書面にて通知し、口座振込依頼
書の提出によってご指定をいただいた本人の口座に
入金し、贈呈に代えさせていただきます。祝い金は
基準日の９月１５日以降に順次振込します。

●喜寿記念品の贈呈●
喜寿(数え77歳)を迎えられた方に、記念写真を撮影し、

額に入れて贈呈します。
対象者には、往復はがきで通知し、撮影の希望の有無

を確認します。
今年数え77歳を迎え、9月1日現在
において、本市に居住している方

高齢者福祉課
℡ 0476-20-1537

対 象

対 象

金 額
（年齢は満年齢）

生きがいをもって
元気に暮らすために

●あんしん見守りネットワーク●
市及び地域包括支援センターを中心として、地域協力

員、協力事業者及び実施機関との連携による高齢者等の
見守りのネットワークの構築を図り、高齢者等の日常の異
変を発見したときに迅速に対応できる体制づくりをして
います。

●火災報知器の設置●
火災報知器をお住まいの住宅の寝室や寝室に続く階段

に設置します。（設置していない住宅が対象）

65歳以上の一人暮らし、または高齢
者世帯で、取り付ける住宅の所有者。
無料。ただし、市民税所得割課税世
帯は、2,500円+消費税

利用できる方

設 置 料

●独居高齢者の見守り支援●
孤独感の解消と安否の確認のための見守り支援事業

として、次のいずれかを利用することができます。

①乳酸菌飲料を2週間に1回配達
②毎日定時に自動音声による電話連絡を行い、
結果を家族などにお知らせ

70歳以上の一人暮らし（親族が同一敷
地内にいる場合を除く）で、継続して見守りを希
望し、配食サービスやデイサービス・ホームヘル
プサービスなどを週1回以上利用していない方。

無料

利用できる方

利 用 料

見守り支援の種類

●独居高齢者ふれあい訪問等サービス●
各地区の地区社会福祉協議会が、毎月1回、給食等の
サービスを実施し、孤独感を解消させ、地域社会との交
流を深めるとともに、安否の確認を行います。

65歳以上の一人暮らしの方
無料
お住まいの地区の社会福祉協議会
もしくは民生委員に申し出をする。

成田市社会福祉協議会
℡ 0476-27-7755

利用できる方

利 用 料

利用方法

高齢者福祉課
℡ 0476-20-1537

●緊急通報装置●
自宅での急病や事故の際、発信機のボタンを押すだ
けで、協力員への連絡や救急車の手配など迅速かつ適
切に対応します。固定型か携帯型を選択し、固定型は
オプションで安否確認センサーの利用ができます。（※
固定型は電話回線が必要、固定・携帯型ともに在宅時
専用です。）

65歳以上の一人暮らし、または高
齢者世帯。（日中高齢者のみとなる
世帯を含む）
無料。ただし、市民税所得割課税世
帯は、レンタル料月額1,000円(安否
確認センサー利用世帯は＋150円)
＋消費税
※毎年利用料の見直しが行われます。

利用できる方

利 用 料

●寝具乾燥サービス●
寝具を自然乾燥させることが困難な方を対象に、専
門業者が自宅に伺い寝具の乾燥を行います。

おおむね65歳以上の一人暮らしの
方など。
月1回　　　　　　　無料

※専用車両（トラック）が自宅付近に出入りし、
電源プラグを使用します。

利用回数 利 用 料

利用できる方

安心して快適に
暮らすために（独居・高齢者世帯）

●配食サービス●
毎日、栄養のバランスのとれた食事（昼食）をお届
けすると共に、安否の確認を行います。

自力で食事の調理が困難なおおむね
65歳以上の一人暮らし、または高齢
者世帯（日中独居・日中高齢者世帯
含む）で、週1日以上継続して配食を
希望する世帯の方。（他の世帯員又は
本市に居住する扶養義務者から食事
の提供を受けられる方を除く）
毎日（1月1日～3日を除く）のお昼
1食300円

利用できる方

配 食 日

利 用 料

●福祉電話の貸与●
近隣に扶養義務者のいない一人暮らし、または高齢者
世帯で、経済的に電話を設置することが困難かつ、携帯電
話を所持していない世帯を対象に、安否確認などのため
に福祉電話を貸与します。

近隣に扶養義務者のいない65歳以上
の一人暮らし、または高齢者世帯で、
市民税所得割非課税世帯

利用できる方
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